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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

 

１．案件名 

タンザニア国灌漑農業技術普及支援体制強化計画 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、灌漑稲作技術を全国の灌漑地区に面的に普及するために、農業研修所で

の研修実施と、地方分権化に対応した灌漑農業サービス支援体制の強化を通して、灌漑地区の

稲作の生産性向上を目指すものである。 

（２） 協力期間：2007 年 6 月から 5 年間 

（３） 協力総額（日本側）：5.4 億円 

（４） 協力相手先機関： 

・ プロジェクト監督機関：農業・食料安全保障・協同組合省(MAFC)/研究・研修局(DRT) 

・ プロジェクト実施機関：キリマンジャロ農業技術者訓練センター（KATC）及び 3 農業研

修所（イグルシ、イロンガ、ウキリグル）、KATRIN（キロンベロ農業研究所） 

・ プロジェクト協力機関：MAFC 傘下の農業研究所、県農業畜産開発事務所（DALDO） 

（５） 国内協力機関：農林水産省 

（６） 裨益対象者及び規模： 

・直接裨益：タンザニア 40 ヶ所の灌漑地区の小規模農家約 1.3 万農家（約 7万人） 

・間接裨益：全国の灌漑地区の小規模農家約 9万農家（約 50 万人） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

タンザニア(以下「タ」国)の農業は、GDP の約 50％、輸出総額の約 75％を占め、国内労働人

口の約 80％以上が従事する基幹産業であるが、大部分が天水に依存する小規模生産形態であ

り、干ばつ等の自然条件の変動に農業生産が大きく左右されている。また、コーヒー、サイザ

ル等伝統的輸出産品の交易条件の悪化、財政悪化による補助政策の縮小、農業・経済インフラ

の未整備、農業支援サービスの不活性等により農業生産性・農家の収益性は低位に止まってい

る。 

「タ」国におけるコメの国内生産量は約 50 万ｔであるが、米の消費量は約 75 万ｔで、コメ

の輸入率は約 30％に達しており、コメの輸入に多くの外貨が使用されている。「タ」国の一人

当たりの年間コメ消費量は約 20kg（日本：約 65 kg）であるが、近年、コメの消費が伸びてお

り、重要な穀物の一つとなっている。農家にとってコメはメイズを補完する食料作物であると

ともに、換金作物としての優位性がある。このため、灌漑稲作の導入は、国家レベルの食糧安

全保障に資するだけでなく、小規模農家の開発モデルとして、農家の生計向上に資する。 

なお、「タ」国においては灌漑施設の整備された水田は約 150 箇所、6.5 万ヘクタールあると

いわれているが、稲栽培の大部分は天水に依存しており、コメの国内生産量を増やしていくた

めには、灌漑農地の拡大とともに、不完全な灌漑農地でも栽培可能な稲品種の開発も重要であ

る。 

「タ」国政府は農業セクター開発プログラム（ASDP）において、灌漑農業の推進を事業の柱

にすえており、収益性の高い 8品目（コメを含む）の作物を戦略的作物と位置付け、これら作

物の普及事業の展開を目指している。これまで、「タ」国における普及事業は、中央の農業・



食糧安全保障・協同組合省の地方出先機関である農業研修所（全国 9ヶ所）がそれぞれの得意

分野において全国を対象とした研修事業を行ってきたが、ASDP の政策的枠組みにおいて、各農

業研修所は所在地域ごとに幅広い分野の研修を受け持つことになった。また、地方分権の流れ

の中、普及事業の主体が県に移っているが、現状では県の普及体制が脆弱であることから、県

単独で普及事業を展開するのは困難であり、農業研修所が県の普及事業をサポートする仕組み

が必要である。 

「タ」国の農業分野に対して我が国は長い協力の歴史を有しており、キリマンジャロ州にお

いて、灌漑稲作技術の確立とその技術移転を目的とした各種の協力を 1970 年代から実施して

きた。とりわけ、キリマンジャロ州のローアモシ地域においては有償資金協力による近代的な

灌漑地区の整備（水田 1,100ha、畑地 1,200ha の造成）、無償資金協力による農業開発センター

建設、技術協力による灌漑農業技術の確立・普及など日本の協力が有機的に連携した結果、ロ

ーアモシ灌漑地区においては、全国平均の約 3倍となる 6t/ha という高収量を達成し、周辺地

域に稲作技術が波及した。 

このプロジェクトの成果を受けて、「タ」国政府は、灌漑稲作技術を「タ」国全土に普及す

るため、ローアモシ灌漑地区の農業開発センターを全国の農業技術者を訓練する農業研修所に

格上げし、このセンターの能力向上及び灌漑稲作技術者の訓練を目的とした技術協力プロジェ

クトを我が国に要請した。この要請を受けて、JICA は「キリマンジャロ農業技術者訓練センタ

ー計画（KATC）」（1994～2001 年）を実施し、灌漑稲作技術研修コースの策定及び灌漑稲作技術

者（1,031 名）の育成を行い、灌漑稲作生産振興のための人的基盤整備に貢献した。 

また、「キリマンジャロ農業技術者訓練センターフェーズ 2計画（KATCⅡ）」（2001～2006 年）

においては、全国 6ヶ所のモデルサイトにおいて農民間普及手法を採用した灌漑稲作研修を実

施し、モデルサイトの平均収量が 3.1t/ha から 4.3t/ha へと 1.4 倍に増加するなど、農家に直

接裨益する研修モデルが確立された。KATCⅡの研修の特徴は、各灌漑地区から中核農家を選抜

し（それぞれ男女比半分とする）、費用がかからず簡単にして重要な稲作技術をパッケージ化

し、その技術パッケージをキリマンジャロ農業技術者訓練センター（KATC）での集中的な研修

と現場での実地研修により、中核農家の技術の定着を図るとともに、この中核農家を基点とし

た農民間普及手法により、各灌漑地区内の中間農家、一般農家に技術移転を行うもので、農業

普及員の数が少ない「タ」国において、その有効性が高いことが認められた。また、灌漑地区

間の灌漑稲作技術の波及について、モデルサイト近隣では、自己負担でモデルサイトの視察を

行い、稲作を始めた農家も見られたが、モデルサイトからの距離が県をまたいで離れている灌

漑地区への技術の波及については、モデルとなる灌漑地区数の増加が必要であることが明らか

となった。 

「タ」国政府は ASDP 体制化における具体的な普及事業として KATCⅡの研修モデルの有効性

に着目しているが、上述の地方分権化の流れの中、「タ」国全体に灌漑稲作技術を普及してい

くためには、各地域を担当する農業研修所に対し KATC に蓄積された知見、技術を移転してい

く必要があり、「タ」国政府は、タンザニアの稲作振興を担う灌漑農業技術普及支援体制の強

化と米の生産性向上を目的としたプロジェクトを我が国に要請した。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

タンザニア国政府は、同国の中長期開発戦略である貧困削減戦略書（PRSP、2000 年策定、2005

年には「成長と貧困削減のための国家戦略（NSGRP）」として改訂)において、農業セクター開

発を貧困削減及び経済成長のための重要課題と位置づけ、「農業セクター開発戦略（ASDS）」に

おいて、同国農業の活性化を目指した戦略を策定している。また、「農業の生産性と収益性を

向上させる環境を作り出すことを通じて、農民の収入を向上させる」という ASDS の目標を実

現するために、「農業セクター開発プログラム（ASDP）」を策定し、「タ」国とドナー機関が共

同で立ち上げた ASDP バスケットファンドを活用して、県農業開発計画（DADP）に農業分野の

開発予算を配分していくことも決定している。このバスケットファンドは我が国が中心とな

り、立ち上げに尽力したもので、2006 年 8 月にはバスケットファンドへの投入に関する政府、

ドナー間の合意文書にも署名を行っている。 



なお、昨年 12 月に実施された大統領選挙・国会議員選挙における与党の選挙マニフェスト、

さらに同月に行われた議会での新大統領就任演説においても、食糧増産、農民の収入向上を目

的として、灌漑開発を同国の最重要課題と位置づけている。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

我が国は、貧困の削減、社会開発、経済的自立に向けた産業支援等を対アフリカ援助の重点

課題とする政府開発援助に関する中期政策を踏まえ、「農業・零細企業の振興のための支援」

を対タンザニア国別援助計画の５つある重点分野のうちの１つとして協力していくことで同

国と合意している。 

 この重点分野「農業・零細企業の振興のための支援」の下、JICA は国別事業実施計画におい

て、農業セクター開発支援プログラムを策定し、１）灌漑・稲作支援、２）セクタープロセス

支援、３）農業開発実施に係る県人材の育成支援の３つのコンポーネントを協力の柱としてお

り、本案件は１）灌漑・稲作支援に位置づけられている。 

 

（４）他ドナーとの関係 

「タ」国では援助協調並びに援助調和化の動きが非常に活発であり、我が国も他ドナーと

連携、協調し、ドナー間の共通認識を踏まえた上で、農業分野における支援を続けてきてお

り、ASDP バスケットファンドに対する資金支援も表明している。 

一方、我が国はプロジェクト型協力の有効性を担保する上で、この ASDP とプロジェクト

との補完関係を明確にし、この主旨を「タ」国政府及び他ドナーと共有し、引き続き現場レ

ベルでの協力成果の発現とその面的拡大を推進することを基本方針としている。 

 

４．協力の枠組み 

本プロジェクトは、KATCⅡで確立された研修パッケージ及びその普及手法を、地方分権化が

進むタンザニアにおいて全国に面的に展開することを第一の成果として掲げている。そのため

に全国 40 ヶ所の灌漑地区(2 万 ha、1.3 万農家)を選定し、それぞれの灌漑地区内に中核農家を

育成し、他の農家に研修成果を伝達する農民間普及手法を中心に据えるものである。40 ヶ所の

灌漑地区への面的展開の仕組みとしては、灌漑稲作研修の機能を KATC から他の 3 つの農業研

修所に移転することによって全国の灌漑地区をカバーすることを企図している。 

現在、コメは灌漑地で 20 万ｔ、丘陵地及び天水低湿地等で 30 万ｔ栽培されており、灌漑地

以外での生産の割合が大きい。このため本プロジェクトでは、タンザニア全体の稲作振興を視

野に、必要な研究、訓練及び普及体制の強化を図ることを第二の成果として掲げている。特に、

県に積極的に働きかけることにより、県農業開発計画(DADP)の一部として稲作技術に係る研修

を実施し、KATC で培ってきた技術を、ASDP（農業セクター開発プログラム）バスケットファン

ドを活用して全国的に普及させることを目指す。また、研究者、研修指導者、普及員がそれぞ

れの立場でネリカを含む陸稲品種、水稲品種の農家圃場での栽培試験を実施することも支援す

る 

上記の成果があがることによって、対象灌漑地の稲作の生産性の向上が図られることをプロ

ジェクトの目標とし、さらには小規模農家の生計向上が図られることを上位目標とした。 

 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

灌漑農業サービス支援体制の強化を通じて、主として全国 40 ヶ所の灌漑地区の稲作生

産性が向上する 

（指標）対象灌漑地区の稲作単位当り収量の増加（平均 1t/ha 増加） 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

小規模農家の生計が向上する。 

「タ」国全体の灌漑農業の質的向上と面的拡大が図られる。 



（指標）小規模農家の所得の増加（稲作収入の倍増） 

    対象地区以外の灌漑地区での研修実施（年間 10 ヶ所以上）及び、稲作単位当

たり収量の増加（平均 1t/ha 増加） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

成果 1．農民間普及を通じて、対象灌漑地区における稲作技術が改善する。 

＜活動＞ 

1-1．対象灌漑地区（40 ヶ所）を確定する。 

1-2．関係者（農業研修所、普及員等）を対象とした灌漑稲作技術研修に関する訓練（ジ

ェンダー配慮、生計向上、情報管理、ポストハーベスト処理加工、マーケティング

等を含む）を実施する 

1-3．対象灌漑地区で農民間普及を担う中核農民を選抜し、灌漑稲作技術にかかる集合研

修及び現地研修を実施する。 

1-4．中核農民から中間農民、一般農民への農民間普及の状況をモニタリング、評価する。

1-5．KATCⅡで策定されたジェンダーチェックリストを用いて、研修のプロセス及び実際

の営農の現場で、ジェンダー配慮の方法を指導する。 

＜指標＞ 

対象灌漑地区の農民による稲作栽培技術の活用状況（研修内容の 80％以上の活用） 

 

成果 2. 稲作の生産性向上に向けて、研究・訓練・普及機関の連携が強化される。 

＜活動＞ 

2-1. KATC の灌漑稲作技術研修が県農業開発計画（DADP）に採択されるよう働きかける。

2-2．県からの研修ニーズに対し、研修計画を策定し、研修を実施する。 

2-3.稲品種（NERICA 含む）選定のための圃場試験を KATRIN（キロンベロ農業研究所）で

実施する。 

2-4．KATRIN で絞り込まれた稲品種を農家圃場で試験栽培する。 

2-5. 研究、訓練、普及の経験をもとに、「タ」国における包括的な稲栽培指針を作成する。

＜指標＞ 

・県から受託した灌漑稲作技術研修の数（20 件以上） 

・「タ」国の種子品種認定機関で推奨品種として認定された稲品種数（３品種） 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

1. 長期専門家：開始から 2 年間、3 名（チーフアドバイザー、栽培／営農／業務調整、灌

漑／農民研修） 

残り 3 年間、2 名（チーフアドバイザー／普及支援体制構築、農民研修／

業務調整） 

2. 短期専門家：20MM（陸稲、ジェンダー/生計向上、情報管理、ポストハーベスト処理加

工/マーケティング、その他個別技術分野） 

3. 機材供与：プロジェクト活動に必要な機材（車輌、研修用機材、事務機器等） 

4. カウンターパート研修：長期 2名、短期 15MM（本邦あるいは第三国研修） 

5. 在外事業強化経費：研修実施に必要なローカルコスト負担、施設整備等 

6. 調査団派遣：運営指導調査、終了時評価調査 

 

② タンザニア国側 

1. カウンターパート及び事務要員の配置（MAFC 研究・研修局職員、農業研修所（KATC、

Igurusi、Ilonga、Ukiriguru）職員、KATRIN 稲研究者） 

2. プロジェクトオフィス提供（専門家のための執務スペース：MAFC 研究・研修局、農業

研修所（KATC、Igurusi、Ilonga、Ukiriguru） 



3. ローカルコスト負担（技術プロジェクト実施に必要な費用、例：カウンターパートの給

与や研修に必要な経費など） 

4. 受益農家の自発的協力 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1）前提条件 

・MAFC において研究、訓練及び普及機関の連携強化の必要性が認識される。 

・対象地域での安全が保たれる。 

2）成果(アウトプット)達成のための外部条件： 

・研修にかかる県の予算が大幅に減少しない。 

3)プロジェクト目標達成のための外部条件: 

・深刻な旱魃が発生しない。 

4）上位目標達成のための外部条件 

・米価が安定する。 

・農業投入財が購入できる。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

本案件は、以下の評価 5項目による評価結果から協力実施の妥当性が高いと判断される。 

（１） 妥当性 

1) 当該国政府の戦略との整合性 

本案件の上位目標は、タンザニアの政策（NSGRP 始め政党マニフェスト、大統領演説、

ASDP－DADP）と合致しており、同国の農業、特に稲作の重要性に鑑みて妥当である。ま

た、稲作の導入は国家レベルでの食糧安全保障に資するだけでなく、小規模農家の開発

モデルという意味からも、整合性が高い。さらに ASDP の政策的枠組みにおいて、各農業

研修所は所在地域ごとに幅広い分野の研修を受け持つことになっており、KATC に蓄積さ

れた灌漑農業の知見・技術を、各地域の農業研修所に移転し、タンザニアの稲作振興を

担う灌漑農業技術普及支援体制を強化することは、ASDP との政策的整合性が高い 

 

2) 国別援助計画及び事業実施計画との整合性 

我が国の対アフリカに対する協力として、TICADⅢの場で、ネリカを含む稲作振興を食

糧安全保障の観点から最重点課題の１つとして位置づけた。さらに対タンザニア支援に

ついても、2000 年に策定された国別援助計画のなかで、重点分野の 5 本柱の１つとして

農業セクター特に灌漑稲作技術が挙げられており、かつ JICA 事業実施計画のなかで、本

プロジェクトは、５つの重点分野のうちの 1つ、「農業・零細企業の振興」に位置づけら

れている。 

 

3) JICA 事業としての妥当性及び我が国の比較優位（技術的あるいはノウハウの面） 

我が国が長期に亘って協力してきた農業分野に対する協力支援、特にキリマンジャロ州

でのプロジェクト（KATC）を中心に、灌漑農業開発分野の協力の中で蓄積された実績、そ

して知見、ノウハウを活用することが可能である。さらには別途プロジェクトの実施が見

込まれている「DADP 灌漑事業実施・運営ガイドライン作成」との連携も視野に入れたもの

で、灌漑農業分野に対する「プログラム」アプローチを念頭に置いたものである。また何

よりも本件は、タンザニア政府が KATCⅡプロジェクトの成果を高く評価した結果、その成

果を面的に拡大してもらいたいとの要請のあった案件であり、我が国の協力事業として妥

当である。 

 

4) ターゲットグループのニーズとの整合性およびプロジェクトデザインの適切さ 

最終的な受益者である小規模農民の収量増を目的とした灌漑稲作研修に対するニーズ

は非常に高い。また、実施体制としては、我が国が長期に亘って支援してきた KATC は、



灌漑稲作に特化したユニークな研修所として位置づけられており、この KATC を含む全国

に点在する同じMAFC傘下の農業研修所を実施機関とすることは適切である。さらに今回、

全国を対象とした農民研修、さらに普及員や農業研修所職員に対しての研修の実施も計

画していることから、プロジェクトのデザインは適切と判断される。 

 

 

 

（２） 有効性 

1) 本プロジェクトは、KATCⅡの成果を面的に拡大するため、灌漑農業、特に稲作技術の普

及支援体制の強化を行うものである。本プロジェクトの活動及び成果を着実なものにする

ため、普及支援体制の強化、すなわち、研究、訓練及び普及機関の連携強化を行い、農民

のニーズに応じた研修訓練を実施することを目指している。効果的な研修の実施の結果、

農民の技術が向上されれば、灌漑地区の稲作の生産性が向上することが期待されることか

ら、本プロジェクトの有効性が認められる。 

 

2) 「タ」国で ASDP バスケットファンドの立ち上げによって本格的な実施が始まった ASDP

－DADP の枠組みとも合致しており、特に県の計画・実施能力、農業サービス提供者の能力

向上が喫緊の課題となるなか、KATC 始め、農民研修にかかる研修サービス提供者（農業研

修所）の能力拡大を図っている。 

 

3)  KATCⅡで蓄積したノウハウ(マニュアルの整備や研修パッケージ、さらに講師の技術及

び教授能力や実施体制の確立)を引き続き、本プロジェクトで活かし、継続して協力を行う

事は、事業の継続性のみならず、今までの協力の成果をより確実なものにすることから、

その有効性が強いと判断される。 

 

4) KATCⅡでは、灌漑稲作技術研修への男女の参加比率を 50：50 と定め、研修実施に際し、

女性が参加しやすいような配慮（ベビーシッターの雇用等）を行った。全農業従事者の 63％

を占め、灌漑稲作の営農プロセスの中で多くの労働を提供している女性への研修は、KATC2

のプロジェクト目標であるモデルサイトの米の生産性向上に大きく貢献しており、本プロ

ジェクトの研修の中でも、同様のジェンダー配慮を行うことが、本プロジェクトの有効性

を高めるものと思料される。 

 

（３） 効率性 

1) KATCⅡの知見や人材が活用できるとはいえ、今回、少なくとも 40 箇所の灌漑スキームを

対象とすることから、研修の実施にかかる体制作り（研修計画の策定から実施、さらにモ

ニタリング及び評価）が重要である。いかに現場の状況に応じた研修計画を立て、そのた

めの現地リソースの有効利用ができるかが、効率性な業務実施を可能にする。本プロジェ

クトでは、まず長期専門家を 3名（3年目以降は 2名）配属することを想定しているもの

の、円滑で効果的な活動を行うため、長期専門家の TOR さらにはその執務場所（中央と地

方）、カウンターパートとの役割明確化等をプロジェクトの開始時に決めることが必要と

なってくる。 

 

2) 「タ」国においては、我が国も一般財政支援及びセクターバスケットに対して資金支援

を行っており、本プロジェクトはこの状況を踏まえ、特にセクターバスケットとの補完性

（有機的な連携あるいは役割分担）を考えた計画となっている。また、KATC のみならず、

それ以外の農業研修サービス提供者の活用を視野に入れており、効率的な業務実施が可能

である。 

 

3) PDM にある指標や入手手段については、プロジェクト開始時あるいは中間時点で、再度、



タンザニア側と協議し、その内容を見直すことによって、プロジェクト活動に対する共

通の理解を促進し、かつ的確なモニタリングを図る必要がある。 

 

（４） インパクト 

1) 本プロジェクトでは、灌漑農業、特に稲作技術普及サービスの質が向上し、灌漑地にお

ける稲作の生産性が向上することを直接の目的としている。稲作の生産性が向上するこ

とが実証されれば、ひいては貧困稲作農家の生計向上への寄与が期待できる。また、よ

り長期的にはタンザニア国が目指す同国の貧困削減、食糧安全保障にも寄与するもので

ある。 

 

2) 本プロジェクトは稲作技術の適正化と農民の適用、農民への研修と農民間の普及、そし

てその訓練・普及成果の発現を目標としており、農民への研修－普及の一連の流れを強

化することを念頭に置いた取り組みであることから、各裨益者、機関の能力の向上が行

われ、成果を活かすことが期待される。 

 

3) 40 箇所の灌漑地区（約 2万 ha） において、KATCⅡでの成果同様、稲作生産の増収が見

込まれる。また農民研修の結果、必要な水の効率的な利用が図られること、また ASDP バ

スケットファンドの一部をなす DIDF（県灌漑開発ファンド）や NIDF（国家灌漑開発ファ

ンド）予算による灌漑施設の整備によって、灌漑地の拡大が期待できる。さらに、対象

となる灌漑地の農民のみならず、他の灌漑地の農民も現地検討会や農家訪問に参加する

ことによって面的な拡大が図られ、本プロジェクトの成果の波及が考えられる。 

 

4) KATCⅡの経験では、女性の研修への参加により、女性の稲作営農の現場及び家計におけ

る発言権が増し、男性のジェンダー意識の変化も認められたことから、本プロジェクト

でもジェンダー配慮を重視することにより対象灌漑地区における女性のエンパワーメン

トに貢献することが期待される。 

 

（５） 自立発展性 

1) 技術面 

プロジェクトを通して、関係者の間に灌漑農業の知識や経験が身につき、さらには自

信がついて、各々が自分の業務あるいは生活の向上に役立てることが期待できれば、技

術面では、相当程度の自立発展性が期待できる。また、KATCⅡでは 6ヶ所のモデルサイ

トの近隣灌漑地区の農家が、自己負担でモデルサイトに視察を行い、稲作を始めた例も

見られたことから、本プロジェクトにおいては対象となる灌漑地区を 40 ヶ所と定めた

ことは、モデルとなる灌漑地区が増えることを意味し、農民同士により灌漑地区間の技

術の波及を全国レベルに促すことが期待される。 

 

2) 制度・組織面 

上記の技術面で KATC 始め、実施・協力機関がプロジェクト活動を推進することによっ

て、相当程度、技術面で向上し、より裨益者に適したサービスの提供が行われることに

よって、農民始め国民に周知され、その評価が高まることが期待できる。 

 

3) 財政面 

農業研修所が、研修収入だけで組織の運営全体を賄うことは短期的に不可能であり、

財政面での自立発展性を確保するためには、引き続き政府の支援や県からの受託業務の

拡大、さらには各機関の収入向上への自主努力等が必要である。 

 



６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

・本案件は、タンザニアの農村人口の 80％を占め、貧困層に属する小規模農家を裨益者とし、

上位目標では貧困稲作農家の所得向上により、生計の向上を図ることとしており、貧困の視

点から十分な配慮がなされている。 

・対象地域の農民の研修実施に関しては研修への参加に不公平が生じないように配慮するとと

もに、研修内容についても、圃場、家庭内の男女の平等な労働分担化への措置、家計への平

等なアクセスとコントロールのための措置をとるなどジェンダー配慮を実行する。 

・本案件は既存の灌漑事業地を対象としており、環境面への影響は最小限である。 

・行政とコミュニティ双方の能力向上等、人間の安全保障の視点を含む。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

・行政サービス機能 

「タ」国では、人員配置や給与の改訂を始めとする公共サービス改革、さらには地方行政

振興が進んでいるとはいえ、他の途上国同様、政府行政機関の能力が依然低く、中央・地方

を問わず当国の行政機能は脆弱であり（政策決定者と実施者とのギャップ、あるいは意思決

定、手続きの遅滞など）、十分な行政サービスの提供が行われていないのが現状である。ま

た今回、関係する組織や機関、裨益者が多岐にわたることから、その調整にも多大な時間・

労力を要するところ、タンザニア側のコミットメント、責任体制の明確化を図るため、本プ

ロジェクトに対する協力対象機関の理解、並びに実施計画の詳細な策定が不可欠である。 

 

（３）ジェンダー主流化 

女性は当国で営農の中心的な担い手であり、本件でも中核農家の半数を女性にするなど

研修参加を始め、活動の枠から外れないよう、女性を積極的に参画させるため、女性の受

講を促す工夫や研修内容の配慮が、KATCⅡプロジェクト同様必要である。 

 

８．今後の評価計画 

定期的なモニタリングの他に、本邦から以下の調査団を派遣して、活動の達成度の確認、案

件計画の見直し等を実施する予定である。 

・運営指導(中間評価)調査：プロジェクト開始から 2～2.5 年を過ぎた時点で実施予定。 

・終了時評価調査：プロジェクト終了の半年前。   

また、案件終了後 3年目を目処に事後評価調査を実施する。  
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